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学校関係者評価委員会報告 

 

令和 5年度学校関係者評価について、下記のとおり評価結果を報告します。 

記 

 

１ 学校関係者評価委員 

     

所  属 職  名 氏  名 

株式会社リクルート ビジネスプロデューサー 加藤 茂博 

社会福祉法人蓬愛会    

栃木介護福祉士専門学校 
教務課長 武藤 清子 

尾道市福祉保健部  

高齢者福祉課 
課   長 柏原 美由紀 

全国老人福祉施設協議会 会   長 平石  朗 

尾道福祉専門学校 校   長 邑岡 志保 

尾道福祉専門学校 教務主任 重岡 秀和 

尾道福祉専門学校 教   員 金子 清美 

尾道福祉専門学校 教   員 河田 信子 

 

 

２  学校関係者評価委員会の開催状況 

   令和 6（2024）年 10月 11日（金）14：00～15：30 

   会場：尾道福祉専門学校 

 

３  学校関係者評価委員会 

    別紙のとおり 

 



別紙 

 

Ⅰ 重点目標について 

 

  １ 重点目標（１）について 

 学校経営の安定化と学生確保の取り組みについて、令和 6年度の入学者を 35名確保

の目標に対して、実績としては及ばずではあったが、退学者数が減少しており、留学

生の推進を含め学生数の安定的確保の努力を今後も継続していくことを今後も期待

したい。 

  ２ 重点目標（２）について 

学びの多様性を創ることについて学習しづらさを持っている学生への個別支援を進

めていき、また、定期的に法人内事業所で授業を実施し、講師陣の再検討を行った。

ICT、介護ロボット研修会や専門職との研修等の企画実施を行い、学生のみならず地域

の教育研修の拠点としての活動を今後も期待したい。 

  ３ 重点目標（３）について 

 学生が主体的に学校に参加できるしくみとして、取り組みに関する学生へのアンケ

ートの実施、学校内のレイアウトや掲示物等を学生と共に作ること、学生委員会や役

割への意図的な関りを作ること、５Ｓ活動の周知と実施を徹底することについて働き

かけを今後も望む。 

 

Ⅱ 各評価項目について 

  １ 教育理念 

 コロナ禍が過ぎ、学内の活動を平常に戻していっており、専門的な知識・技術の教

授範囲も完全に基に戻していくことが必要である。学生数低下の中、今後は社会人や

外国人を学生として増やしていくことが求められており、多様な人材を介護現場に輩

出するためには、学びと評価の可視化、学びの手順の簡素化に取り組む必要がある。 

  ２ 学校運営 

 コンプライアンス体制、情報システム化による業務の効率化の取り組みが急がれ

る。特に、事務業務の効率化、学生の学びの簡素化を目的とした ICT等の活用が急務

である。 

 

  ３ 教育活動 

変化する介護現場のニーズに沿った教育活動を行っていく上で、学校が介護現場や

社会と繋がり、ニーズを把握し、ひとつずつバージョンアップしていくことが非常に

重要となる。 

   

 



４ 学修成果 

  退学率は低下したが、2年次修了後 3年次進級を選択する率は低く、モチベーシ

ョン維持に向けた工夫も必要である。 

 

  ５ 学生支援 

様々な課題を抱える学生が増加していることから、精神障害や発達障害などに対し

て、教員も基本的な知識を習得する等理解を深め、保護者と協力して学生の生活全般

を見守り、また学生の状況に応じた個別対応がより一層求められる。関係機関との連

携も深めていく技術も必要である。 

  ６ 教育環境 

 普段からメンテナンス、教職員・学生にも物品使用時の大切にする意識、整理・清

掃等において、SDGSの取り組みの一つとして理解を深めていく必要がある。５Ｓ活動

には繋げられていない。また、光熱費の値上がり等を踏まえ、今後太陽光発電等の検

討が必要。同時に、豪雨等災害による断水等への対応について検討が必要である。 

  ７ 学生募集と受け入れ 

少子化が進む中で高卒の新入生を獲得するには限界があると認識している。とは

言え、現時点で留学生なく定員充足率 60％前後を維持している。そのような中で、

留学生や社会人の入学生獲得にシフトすることを検討することは非常に重要。関係

者や企業等との繋がりの中で検討を進める。並行して、高卒新入生獲得に向け、学

校の新しい取り組みや法人内外の介護現場の繋がりを強調した実践と情報発信が必

要と考える。 

  ８ 財務 

財務状況は下方状態である。学生数が 60％維持できている今、早期に財務状況改善

に向けた新たな事業展開が求められる。 

  ９ 法令等の遵守 

 自己評価結果をホームページで早急に公開する。法令順守については、法人も強い

コンプライアンス意識を持っており、学校でも常に意識化する必要がある。 

  10 社会貢献・地域貢献 

 社会福祉法人立の養成校としての役割の一つに、地域のニーズに学校が出来るこ

とを形にして応えることがあると考える。この 2年間で地域や地域の専門職との繋

がりを強化してきたため、更には研修センター的な役割を創出できるよう検討して

くことが必要である。 

 

Ⅲ まとめ 

  地域や事業所の行事に参加する学習活動を充実し、社会性や自主性を育むとともに地域へ貢献でき

る学生を育成する努力がみられる。開かれた学校として施設を活用した住民の諸活動を支援して、地

域福祉力の育成やコミュニティの活性化に貢献できるように学校の教員や学校の活用を進めていく

ことに期待する。 


